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表 484　被保険者数（事業月報）

　総人口に占める国民年金被保険者の割合 （加入率） 及び被保険者の増減を前年と比較して表している。 また、 被保険者の

内訳を第１号被保険者 （強制加入者と任意加入者） と第３号被保険者に分けて表している。 第 1 号被保険者とは保険料を納

付する者であり、 第 3 号被保険者とは被用者年金制度の加入者に扶養されている配偶者である。

平成 21 年度

総人口
（Ａ）

被保険
者　数
（Ｂ）

第１号被保険者数
第 ３ 号
被保険者数

加入率

（Ｂ） ／ （Ａ）
被保険者数
の対前年比

強制 任意 計

総 数 1,414,150 351,148 222,429 3,944 226,373 124,775 24.8 100.7

川 崎 区 216,826 51,821 36,922 519 37,441 14,380 23.9 100.1

幸 区 153,923 36,644 24,001 383 24,384 12,260 23.8 100.4

中 原 区 230,111 53,745 32,497 497 32,994 20,751 23.4 101.1

高 津 区 215,287 54,913 34,828 576 35,404 19,509 25.5 100.5

宮 前 区 218,191 57,610 33,986 704 34,690 22,920 26.4 100.9

多 摩 区 211,634 53,335 35,135 612 35,747 17,588 25.2 100.6

麻 生 区 168,178 43,080 25,060 653 25,713 17,367 25.6 101.1

資料 ： 保険年金課

表 485　拠出年金（旧法）受給権者数（事業月報）

　昭和 61 年 3 月以前は、 現在適用されている国民年金法 （新法） とは異なり、 古い国民年金法 （旧法） が適用されていた。

この表は、 国民年金法 （旧法） が適用される国民年金の受給権者を区分ごとに表している。

平成 21 年度

老 齢
通 算
老 齢

５ 年
年 金

障 害 母 子 準母子 遺 児 寡 婦 計
死 亡
一時金

総 数 8,519 8,561 224 383 1 - - - 17,688 273

川 崎 区 1,649 1,571 33 71 - - - - 3,324 54

幸 区 1,091 1,145 34 68 1 - - - 2,339 30

中 原 区 1,434 1,460 18 61 - - - - 2,973 32

高 津 区 1,150 1,096 39 53 - - - - 2,338 35

宮 前 区 952 930 27 40 - - - - 1,949 47

多 摩 区 1,171 1,201 41 61 - - - - 2,474 42

麻 生 区 1,072 1,158 32 29 - - - - 2,291 33

資料 ： 保険年金課

表 486　被保険者数の推移

　国民年金被保険者の推移を年度ごとに表している。 ここにいう国民年金被保険者とは、 第 1 号被保険者数 （強制加入者と任

意加入者）と第 3 号被保険者数の合計である。 第 3 号被保険者とは被用者年金制度の加入者に扶養されている配偶者である。

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度

被保険者数 369,425 361,696 353,971 348,813 351,148

資料 ： 保険年金課

§３　国民年金


